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令和 8年度予算見積調書 課室名:

説明事業

こども安全課
担当名: 養護担当

内線: 3331 (単位：千円)
会計

S325 入所施設児童保護措置費 一般会
計

民生費 児童福
祉費

項
児童措置費 児童措置委託費

番号 事業名

事 業
期 間

昭和23年度～ 根 拠
法 令

児童福祉法第２７条、第４５条及び第５０条（義務）

款

針路 04
分野施策 0403

１　事業概要 ５　事業説明
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　児童相談所長が、児童を施設に入所措置、里親に委託
措置、一時保護委託した場合、又はファミリーホームの
実施者に委託した場合、及び義務教育修了児童等を児童
自立生活援助事業所の実施者に委託した場合、それぞれ
必要な事務費・入所児童の生活諸費等を支弁する。

　入所施設児童保護措置費　　 12,664,280千円

(１)　事業内容
　　　○児童保護措置費　：事務費（職員人件費、施設管理費）及び事業費（措置児童の生活費、教育費等）
　　　○医療費審査支払委託料　：措置費のうち医療に係る経費について、レセプトの審査の委託等に要する費用

(２)　事業計画
　　　○令和８年度在籍延べ措置児童数見込み
　　　　児童養護施設8,535人、乳児院1,803人、里親2,888人、児童心理566人、自立援助ﾎｰﾑ1,288人、ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ1,011人
　　　○令和８年度施設数の変動見込み（カッコ内は令和７年度）
　　　　自立援助ホーム35か所（32）、ファミリーホーム34か所（33）他は変動予定無し。

(３)　事業効果
　　　○支弁額実績
　　　　令和６年度決算：10,408,034千円
　　　○措置児童数実績
　　　　児童養護施設13,539人、乳児院2,165人、里親3,925人、児童心理518人、自立援助ﾎｰﾑ1,133人、ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ1,037人２　事業主体及び負担区分

【こども家庭庁】
児童措置費負担金
（国1/2・県1/2）

３　地方財政措置の状況
普通交付税（単位費用）
（款）社会福祉費　（細目）児童福祉費
（細部）児童措置費　（積算内容）児童福祉施設扶助費

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員
9,500千円×１人＝9,500千円

予算額
財　　源　　内　　訳

一般財源
前年との

対比国庫支出金 分担金・負担金

決定額 12,664,280 6,254,437 44,296

前年額 12,154,308 6,006,471 40,608 6,107,229

― 福祉部 325 ―

子育てに希望が持てる社会の実現

6,365,547 509,972

児童虐待防止・社会的養育の充実



 

事業名

単位事業名 予算額 12,664,280千円

　
○歳入 （単位：千円）

款・節 当初予算額 対前年度増減額

分担金及び負担金・ 44,296 3,688 入所児童保護者負担金
児童福祉費負担金

国庫支出金・ 6,254,437 247,966 【こども家庭庁】
児童福祉費負担金 児童措置費負担金

負担率1/2

一般財源 6,365,547 258,318

合計 12,664,280 509,972

　
○歳出 （単位：千円）

節 当初予算額 対前年度増減額

委託料 12,664,280 509,972 施設運営の事務費、児童の生活諸費を施設・里親等へ支弁

合計 12,664,280 509,972

事業内訳書

入所施設児童保護措置費

入所施設児童保護措置費

主な内容

主な内容


